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１ 発令基準 

 

警戒レベル 

避難情報 

発 令 基 準 

（各レベルのいずれかの項目に該当した場合に発令） 

開設 

避難所 

警戒レベル３ 

 

避難準備・ 

高齢者避難 

開始 

１ 大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害

に関するメッシュ情報で「実況又は予想で大雨警報の

土壌雨量指数基準に到達」する場合。 

２ 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値

に達することが想定される場合。 

３ 大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間か

ら翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能

性が高い旨に言及されている場合。 

※日中の明るいうちに避難を促すため、14時までに発

令する。 

・ハートフルプラ

ザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 

警戒レベル４ 

 

避難勧告 

１ 土砂災害警戒情報が発表された場合。 

２ 土砂災害に関するメッシュ情報で「予想で土砂災害

警戒情報の基準に到達」する場合。 

３ 大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記

録的短時間大雨情報が発表された場合。 

４ 土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流

の水量の変化等）が発見された場合。 

・ハートフルプラ

ザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 

警戒レベル４ 

 

避難指示 

（緊急） 

１ 土砂災害警戒情報が発表され、かつ、土砂災害に関

するメッシュ情報で「実況で土砂災害警戒情報の基準

に到達」した場合。 

２ 土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的

短時間大雨情報が発表された場合。 

３ 土砂災害が発生した場合。 

４ 山鳴り、流木の流出の発生が確認された場合。 

５ 避難勧告等による立退き避難が十分でなく、再度、

立退き避難を居住者等に促す必要がある場合。 

・ハートフルプラ

ザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 

警戒レベル５ 

 

災害発生 

１ 既に災害が発生している状況。 ・ハートフルプラ

ザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 
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２ 開設避難所 

 

【土砂災害警戒区域及び特別土砂災害警戒区域】 

 

避難時における川の増水等による被害を防止するため、川を横断しない経路を想定した

土砂災害警戒区域ごとの範囲を設定し、その範囲ごとに開設避難所を設定する。その際の

開設避難所は、ハートフルプラザ・はしかみ、森の交流館、田代集会所の 3 か所とするが、

避難人数等の状況を見ながら、必要に応じて開設避難所を増やすこととする。 

 

３ 避難経路 

１９ページ「土砂災害警戒時避難経路図」参照。 

災害時に通行止め等の発生のおそれがなく、できる限り最短距離で、国道や県道へ抜け

ることができる路線とする。 
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４ 土砂災害警戒区域内の世帯数及び人数 

（令和 2年 1 月 31 日現在） 

 

土砂災害警戒区域
特別土砂災害

警戒区域含む
対象世帯数 対象人数

1 〇 0 0

2 〇 2 5

3 〇 0 0

4 〇 0 0

b 1 角柄折地区 〇 0 0

1 〇 4 12

2 〇 3 5

d 1 小舟渡地区 〇 0 0

1 〇 0 0

2 〇 0 0

3 〇 2 6

4 〇 0 0

5 〇 4 5

1 1 3

2 1 2

3 〇 4 6

1 5 14

2 〇 0 0

1 〇 12 39

2 〇 3 12

3 6 9

4 〇 0 0

1 〇 0 0

2 〇 9 15

1 〇 7 19

2 19 46

3 晴山沢地区（田代） 〇 3 9

1 〇 7 14

2 〇 0 0

92 221計

石鉢地区

追越・榊地区

道仏地区

赤保内地区

鳥屋部地区

金山沢地区

平内地区

j

k

晴山沢地区

田代地区

g

h

i

e

f

a

c

地図番号
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５ 土砂災害警戒区域ごとの開設避難所 

 

土砂災害

警戒区域

該当地区
（居住区域）

該当地区
（非居住区域）

開設避難所

1
角柄折字中田、折川
久保

―

2
角柄折字中田、上明
戸

角柄折字穴小沢
ハートフルプラザ・
はしかみ

3 角柄折字大渡 ―

4 角柄折字大渡 ―

b 1
角柄折
地区

角柄折字御堂 ―

1 道仏字浜久保

2 道仏字榊平

d 1
小舟渡
地区

道仏字小舟渡 ―

1 道仏字道仏 ―

2 道仏字道仏 ―

3 道仏字石渡窪
ハートフルプラザ・
はしかみ

4 道仏字乙沢 ―

5 道仏字銀杏木窪
ハートフルプラザ・
はしかみ

1 赤保内字水溜

2 赤保内字大上

3 赤保内字寺下

地図番号

a
石鉢
地区

c
追越・榊

地区
ハートフルプラザ・
はしかみ

e
道仏
地区

f
赤保内
地区

ハートフルプラザ・
はしかみ
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鳥屋部、金山沢、平内、晴山沢、田代地区における、対象となる開設避難所（森の交流

館・田代集会所）については、川の増水による被害を予防するため、川を横断しない経路を

想定し設定したものである。 

各避難所の収容人数は、ハートフルプラザ・はしかみが約 300 人、森の交流館が約 80 人、

田代集会所が約 50 人である。 

土砂災害

警戒区域

該当地区
（居住区域）

該当地区
（非居住区域）

開設避難所

1
鳥屋部字鳥沢、下屋
敷、長峰

森の交流館

2 鳥屋部字長峰 ―

1
金山沢字金山沢、大
畑

金山沢字下野場、林
下

田代集会所

2 金山沢字向 森の交流館

3
金山沢字鳥屋長根、
小松倉

金山沢字向山 田代集会所

4 金山沢字鎌津倉 ―

1 平内字上道 ―

2
平内字長塚、中渡、
百目木、西、下西

平内字清水下、向長
根、地藏平

森の交流館

1
晴山沢字中屋敷、妻
ノ神、垣ノ内、長根

晴山沢字柳平、館
堀、赤羽根、上ノ山

2

晴山沢字上平、天満
下、上平長根、内久
保、天満下、林下、
小沢、荷田窪

晴山沢字下向、上ノ
山

3
晴山沢
地区

（田代）
田代字下向

1
田代字田中、沢田、
河原坂

田代字間木内、鳶ケ
沢

田代集会所

2 田代字下上 ―

地図番号

j

晴山沢
地区

森の交流館

k
田代
地区

g
鳥屋部
地区

h
金山沢
地区

i
平内
地区
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６ 広報及び周知方法 

 

〇町内全域 

伝達順 伝達手段等 備 考 

１ 

L アラート 青森県防災情報ネットワークへ避難情報や対象区

域・避難所を入力することにより、テレビのテロップ

やデータ放送で流れる。 

なお、緊急速報メールを配信する前に発令対象区域

や開設避難所が入力されている必要がある。 

２ 
防災無線 

（８ページ～）  

町内全域に対し、避難情報を伝達する。 

３ 
緊急速報メール 

（１０ページ～） 

携帯電話、スマートフォンを所持している町民に対

し、避難情報を伝達する。 

４ 

ほっとスルメール 

（１２ページ～） 

ほっとスルメールに登録している、又はアプリに登

録している町民に対し、避難情報・対象区域・開設避

難所等の詳細情報を伝達する。 

 また、夜間に土砂災害のおそれがある場合に事前に

伝達する。 

５ 

ホームページ 

（１２ページ～） 

緊急速報メールは字数制限があるため、発令対象地

域や開設避難所等の情報は配信できないため、詳細は

ホームページ等を確認することとしている。 

６ 
広報車・消防団 町内を巡回し、避難情報を伝達する。 

 

〇土砂災害警戒区域内                   （令和 2 年 1 月 31 日現在） 

要配慮者 
連絡先使用同意あり 

町から民生委員へ連絡し、民生委員

から対象者へ連絡 
4 世帯 

連絡先使用同意なし 町から直接対象者へ連絡 0 世帯 

要配慮者以外 町から自主防災会へ連絡し、自主防災会から対象者へ連絡 88 世帯 

 

消防団 
消防団車両による巡回を行い、必要に応じて戸別に避難情報を伝達す

る。 
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７ 防災無線放送 

 

避難情報 タイトル／本文（下線部については適宜必要な文言を加え、枠内については

適切な文言を選ぶ） 

レベル３ 

避難準備・高

齢者等避難

開始 

階上町よりお知らせします。 

 

土砂災害のおそれがあるため、町内の土砂災害警戒区域に避難準備・高齢者

等避難開始を発令しました。 

 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方で、高齢者や、小さいお子さんがいる方

など、避難に時間のかかる方は、日中の明るいうちに、避難を開始してくだ

さい。 

  
レベル４ 

避難勧告 

階上町よりお知らせします。 

 

土砂災害のおそれが高まっているため、町内の土砂災害警戒区域に避難勧告

を発令しました。 

 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方は速やかに避難してください。 

  
レベル４ 

避難指示 

（緊急） 

階上町よりお知らせします。 

 

土砂災害のおそれが極めて高い状況となっているため、町内の土砂災害警戒

区域に避難指示を発令しました。 

 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方で、まだ避難していない方は、今すぐ避

難してください。 

 

避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所か、屋内の高いところ

に避難してください。 

  
レベル５ 

災害発生情

報 

階上町よりお知らせします。 

 

〇〇地区で土砂災害の発生が確認されました。大至急、近くの安全な場所に

避難するか、屋内の高いところに避難してください。 
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解除 本日、〇時〇分をもって、町内の土砂災害警戒区域に発令していた  避難準

備・高齢者等避難開始／避難勧告／避難指示（緊急）のいずれか  を解除し

ました。 

 

なお、 避難準備・高齢者等避難開始／避難勧告／避難指示（緊急）のいず

れか  解除に伴い、開設していた避難所はすべて閉鎖しました。 

 

雨は弱まりましたが、これまでの大雨により地盤が緩くなっています。 

引き続き、崖や斜面があるところには近づかないようにしてください。  

解除（一部の

避難所継続） 

本日、〇時〇分をもって、〇〇の地区に発令していた  避難準備・高齢者等

避難開始／避難勧告／避難指示（緊急）のいずれか  を解除しました。 

 

なお、〇〇避難所は閉鎖しましたが、〇〇避難所は引き続き開設しています。 

 

避難される方は、最低限の食料や防寒具、薬等をご持参ください。 
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８ 緊急速報メール配信 

 

避難情報 タイトル／本文（下線部については適宜必要な文言を加える） 

レベル３ 

避難準備・

高 齢 者 等

避難開始 

タイトル 避難準備・高齢者等避難開始 

本 文  警戒レベル３ 高齢者等は避難開始 

こちらは階上町です。 

 

土砂災害のおそれがあるため、町内の土砂災害警戒区域に避難準

備・高齢者等避難開始を発令しました。 

 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方で、高齢者や小さいお子さん

がいる方など避難に時間のかかる方は、日中の明るいうちに避難

を開始してください。 

 

避難対象地区や開設避難所等は、ホームページやテレビ等で確認

できます。 

  
レベル４ 

避難勧告 

タイトル 避難勧告 

本 文 警戒レベル４ 避難開始 

こちらは階上町です。 

 

土砂災害のおそれが高まっているため、町内の土砂災害警戒区域

に避難勧告を発令しました。 

 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方は速やかに避難してくださ

い。 

 

避難対象地区や開設避難所等は、ホームページやテレビ等で確認

できます。 
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避難情報 タイトル／本文（下線部については適宜必要な文言を加える） 

レベル４ 

避難指示 

（緊急） 

タイトル 避難指示（緊急） 

本 文 警戒レベル４ 直ちに避難 

こちらは階上町です。 

 

土砂災害のおそれが極めて高い状況となっているため、町

内の土砂災害警戒区域に避難指示（緊急）を発令しました。 

 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方でまだ避難していない

方は今すぐ避難してください。 

 

避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所か屋

内の高いところ（崖の反対側）に避難してください。 

  
レベル５ 

災害発生 

情報 

タイトル 災害発生情報 

本 文 警戒レベル５ 命を守る最善の行動をとってください 

こちらは階上町です。 

 

〇〇地区で土砂災害の発生が確認されました。 

 

大至急、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いとこ

ろ（崖の反対側にある２階の部屋など）に避難してくださ

い。 
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９ ほっとスルメール配信・ホームページ掲載 

 

避難情報 
タイトル／本文（下線部については適宜必要な文言を加え、枠内については

適切な文言を選ぶ） 

レベル３ 

避難準備・

高 齢 者 等

避難開始 

タイトル 避難準備・高齢者等避難開始 

本 文 警戒レベル３ 高齢者等は避難 

 

土砂災害のおそれがあるため、町内の土砂災害警戒区域に避難準

備・高齢者等避難開始を発令しました。 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方で、高齢者や小さいお子さん

がいる方など避難に時間のかかる方は、日中の明るいうちに避難

を開始してください。それ以外の方は、避難の準備をしてくださ

い。 

 

【対象地区】 

・〇〇字〇〇、〇〇字〇〇の一部  

 

【開設避難所】 

・ハートフルプラザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 

 

【配信元】階上町総務課 
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レベル４ 

避難勧告 

タイトル 避難勧告 

本 文 警戒レベル４ 避難開始 

 

土砂災害のおそれが高まっているため、町内の土砂災害警戒区域

に避難勧告を発令しました。 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方は、速やかに避難してくださ

い。 

 

【対象地区】 

・〇〇字〇〇、〇〇字〇〇の一部  

 

【開設避難所】 

・ハートフルプラザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 

 

避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所へ避難する

か、屋内の高いところ（崖の反対側にある２階の部屋など）に避

難してください。 

 

【配信元】階上町総務課 
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レベル４ 

避難指示 

（緊急） 

タイトル 避難指示（緊急） 

本 文 警戒レベル４ 直ちに避難 

 

土砂災害のおそれが極めて高い状況となっているため、町内の土

砂災害警戒区域に避難指示（緊急）を発令しました。土砂災害警

戒区域内にお住まいの方でまだ避難していない方は、今すぐ避難

してください。 

 

【対象地区】 

・〇〇字〇〇、〇〇字〇〇の一部  

 

【開設避難所】 

・ハートフルプラザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 

 

避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所か屋内の高

いところ（崖の反対側）に避難してください。 

 

【配信元】階上町総務課 
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レベル５ 

災 害 発 生

情報 

タイトル 災害発生情報 

本 文 警戒レベル５ 命を守る最善の行動をとってください 

 

〇〇地区で土砂災害の発生が確認されました。 

大至急、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところ（崖

の反対側にある２階の部屋など）に避難してください。 

 

【配信元】階上町総務課 

 

  
夜 間 に 土

砂 災 害 の

お そ れ が

あ り 事 前

に 通 知 す

る場合 

タイトル 避難準備・高齢者等避難開始 

本 文 警戒レベル３ 高齢者等避難開始（それ以外の方も早めに避難） 

 

 台風〇号／発達した低気圧／前線の影響 等のいずれか によ

り、深夜に大雨が予想されます。 

今夜遅く又は明け方にかけて土砂災害のおそれが高まることが

予想されるため、町内の土砂災害警戒区域に避難準備・高齢者等

避難開始を発令しました。 

 

土砂災害警戒区域内にお住まいの方で、高齢者や小さいお子さん

がいる方など避難に時間のかかる方は、日中の明るいうちに避難

を開始してください。 

それ以外の方も避難の準備をし、できるだけ日中の明るいうちに

近所の方にも声をかけて避難してください。 

 

【対象地区】 

・〇〇字〇〇、〇〇字〇〇の一部  

 

【開設避難所】 

・ハートフルプラザ・はしかみ 

・森の交流館 

・田代集会所 

 

【配信元】階上町総務課 
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解除 
タイトル 

 避難準備・高齢者等避難開始／避難勧告／避難指示（緊急）の

いずれか  解除 

本 文 本日、〇時〇分をもって、町内の土砂災害警戒区域に発令してい

た  避難準備・高齢者等避難開始／避難勧告／避難指示（緊急）

のいずれか  を解除しました。なお、  避難準備・高齢者等避

難開始／避難勧告／避難指示（緊急）のいずれか  解除に伴い、

開設していた避難所はすべて閉鎖しました。雨は弱まりました

が、これまでの大雨により地盤が緩くなっています。引き続き、

崖や斜面があるところには近づかないようにしてください。 

 

【配信元】階上町総務課 

 

  
解除（一部

の 避 難 所

継続） 

タイトル 
 避難準備・高齢者等避難開始／避難勧告／避難指示（緊急）の

いずれか  解除 

本 文 本日、〇時〇分をもって、次の地区に発令していた  避難準備・

高齢者等避難開始／避難勧告／避難指示（緊急）のいずれか  を

解除しました。 

 

【対象地区】 

・〇〇字〇〇、〇〇字〇〇の一部  

 

【閉鎖避難所】 

・〇〇避難所 

 

なお、現在、次の避難所は引き続き開設しています。 

避難される方は、最低限の食料や防寒具、薬等をご持参ください。 

 

【開設避難所】 

・〇〇避難所 

 

【配信元】階上町総務課 
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10 町内避難所 

 ２０ページ「階上町内避難所マップ」参照 
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11 参考資料 

〇避難勧告等発令検討時の留意事項 

（避難勧告等に関するガイドライン②（発令基準・防災体制編）平成 31 年 3 月内閣府より） 

・土砂災害に関するメッシュ情報の計算は累積雨量とその時点から最大２～３時間先までの

予測雨量をもとに計算されていることから、３～４時間以上先の状況を勘案したものでは

ない。このため、短時間に発達する局地的な大雨があった場合、避難準備・高齢者等避難

開始を発令した後、時間をおかずに土砂災害発生への警戒を要する場合もあることを認識

する必要がある。 

・土砂災害に関するメッシュ情報は 3 時間以上先の状況を評価出来ないため、降水短時間予

報、府県気象情報、大雨警報（土砂災害）・注意報に記載される警報級の時間帯や予想され

る 24 時間降水量等を参考に、当日夕方の時点で翌朝までの大雨が想定される場合は、避難

準備・高齢者等避難開始又は避難勧告の発令を検討する必要がある。 

 

〇避難勧告等の発令単位の認定 

（避難勧告等に関するガイドライン②（発令基準・防災体制編）平成 31年 3 月内閣府（防災

担当）より） 

・避難勧告等の発令対象区域については、危険度に応じてできるだけ絞り込んだ範囲とする

ことが望ましい。 

・避難勧告等の発令単位を絞り込むため、土砂災害警戒区域・危険箇所等発令の対象要素と

してあらかじめ定めておき、土砂災害に関するメッシュ情報において危険度が高まってい

るメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所等に避難勧告等を発令することを基本

としている。 

・避難勧告等の発令単位としては、市町村の面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて、市町

村をいくつかの地域にあらかじめ分割して設定しておく。その上で、豪雨により危険度の

高まっているメッシュ又は災害の発生箇所が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域・

危険箇所等に対して避難勧告等を発令することが考えられる。この地域分割の設定につい

ては、情報の受け手である居住者・施設管理者等にとっての理解のしやすさ及び情報発表

から伝達までの迅速性の確保等の観点から設定する。具体例としては、山や川を隔てた地

域ごと、合併前の旧市町村、大字や校区をまとめた地域、東部・西部等の地域といったも

のが考えられ、各地域には複数の土砂災害警戒区域・危険箇所等が含まれることとなる。 

 

 


